
　政治家（現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいま
す。）は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること（政治団体や親族に対する
もの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償（食事の提供
を除く）を除きます。）は罰則をもって禁止されています。 
　また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をするこ
とも罰則をもって禁止されています。 
　ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則
をもって禁止されています。 
　もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。
【禁止される政治家の寄附の例】 
　病気見舞い ・お祭りへの寄附や差し入れ ・お中元やお歳暮
　地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ ・葬式の花輪、供花 
　本人が出席しない場合の結婚祝や香典

禁止される寄附とは？

編 集 委 員 会
委 員 長　　平　栗　征　雄
副委員長　　遠　藤　芳　位
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編集後記
　編集委員会も新メンバーになり1
年が過ぎ前回の市議会だより14号
より横書きにし、新しい紙面づくりに
取り組んでまいりました。市民の皆様
に見ていただける、読んでもらえる
分かりやすい紙面づくりに取り組ん
でまいりますので、ご感想、ご意見、
ご要望などお寄せいただきたいと思
います。

会　議　録

　会議録は本会議での一般質問等
を、そのまま記録したもので、
広く市民に会議の内容を明らかに
することを目的に作成されていま
す。
　ホームページで公開しています
のでお気軽にご覧ください。

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
gikai/kaigiroku/kaigiroku-top.html

◎次回の定例会は９月上旬開会の
予定です。皆様お気軽に傍聴に
おいでください。

◎市議会だより、または、当市議
会に対するご意見ご感想をお寄
せください。

あて先
〒���－��01　二本松市金色�0�－1
市議会だより編集委員会
TEL ��－�1��（議会事務局）
FAX ��－�0��
E-mail  shomu@city.nihonmatsu.lg.jp
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議会だより編集委員会
会派代表者会議
第１５１回福島県市議会議長会理事会・定期総会（～１０日）
議員スポーツクラブ幹事会
行財政改革調査特別委員会
議会だより編集委員会
安達地方市町村議会議長会議
第６１回東北市議会議長会理事会・定期総会（～１７日）
議員協議会
行財政改革調査特別委員会
安達地方広域行政組合消防功労者表彰式
安達地方市町村議会議長会議長先進地研修会（～１５日）
行財政改革調査特別委員会「各種団体代表者の声を聞く会」
議員協議会
徳島県阿南市議会行政視察受入対応
全国温泉所在都市議会議長協議会第３８回総会
全国市議会議長会第８５回定期総会
議会運営委員会
議会だより編集委員会
まちづくり調査特別委員会
会派代表者会議
平成２１年第３回（５月）臨時市議会
議員協議会
平成２１年第４回（６月）定例市議会開会
議員協議会
行財政改革調査特別委員会
会派代表者会議
会派代表者会議
平成２１年第４回（６月）定例市議会閉会
議会だより編集委員会
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